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介
護
保
険
料
の
見
直
し
が
行
わ
れ
、
平
成
21

年
度
の
介
護
保
険
料
が
改
定
さ
れ
ま
し
た
。
介

護
保
険
料
の
改
定
は
、
今
ま
で
の
介
護
給
付
実

績
を
も
と
に
、
平
成
21
年
度
か
ら
23
年
度
ま
で

の
３
年
間
に
市
民
の
方
が
利
用
す
る
介
護
給
付

費
を
推
計
し
、
保
険
料
を
算
出
し
ま
す
。

介
護
給
付
費
の
増
加
に
伴
い 

　
　
　

介
護
保
険
料
も
増
加

　

介
護
給
付
費
は
全
国
的
に
年
々
増
加
の
一
途

を
た
ど
っ
て
お
り
、
佐
渡
市
に
お
い
て
も
例
外

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

市
で
も
急
速
な
高
齢
化
に
伴
い
、
要
介
護
・

要
支
援
認
定
者
数
が
増
加
し
て
お
り
、
施
設
等

の
介
護
サ
ー
ビ
ス
基
盤
の
整
備
を
進
め
て
い
ま

す
。

　

こ
れ
ら
に
加
え
、
介
護
報
酬
の
改
定
に
よ
り

介
護
給
付
費
が
増
加
す
る
見
込
み
か
ら
、
こ
の

費
用
に
あ
て
ら
れ
る
介
護
保
険
料
を
引
き
上
げ

る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

改
定
に
よ
り
基
準
と
な
る
保
険
料
は
、
年
額

４
万
９
０
０
０
円
（
９
４
０
０
円
増
）
で
す
。

ま
た
、
所
得
の
低
い
方
の
負
担
能
力
に
配
慮

し
、
第
４
段
階
を
２
つ
に
細
分
化
し
た
新
し
い

６
段
階
区
分
制
と
な
り
ま
す
。

年
度
当
初
は
仮
の
保
険
料
で
す

　

年
度
当
初
は
、
保
険
料
の
算
定
基
礎
と
な
る

前
年
の
合
計
所
得
等
が
確
定
し
て
い
な
い
た

め
、
仮
の
保
険
料
を
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
に

な
り
ま
す
。

○
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の
天
引
き
）

４
、６
、８
月
は
、平
成
20
年
度
２
月
と
同
じ
額

と
な
り
ま
す
が
、本
徴
収
期（
10
、12
、翌
２
月
）

の
額
が
大
き
く
増
減
す
る
と
予
想
さ
れ
る
方

は
、６
、８
月
の
額
が
変
更
さ
れ
ま
す
。

○�

普
通
徴
収
（
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
に
よ

る
納
付
）

４
、
６
月
の
保
険
料
額
は
、
平
成
20
年
度
の

保
険
料
段
階
に
基
づ
き
、
保
険
料
年
額
相
当

の
６
分
の
１
ず
つ
の
額
と
な
っ
て
い
ま
す
。

保
険
料
の
正
式
決
定
は
８
月

　

保
険
料
の
決
定
は
市
民
税
が
確
定
す
る
６
月

を
待
っ
て
、
８
月
に
正
式
決
定
し
ま
す
。

　

保
険
料
確
定
後
、
普
通
徴
収
の
方
は
８
月
以

降
の
納
期
で
、
特
別
徴
収
の
方
は
10
月
以
降
の

納
期
で
差
額
を
調
整
し
、
個
人
あ
て
に
通
知
さ

れ
ま
す
。

平成21年度から
介 護 保 険 料 が
変 わ り ま す

保険料
段階

年間保険料額
（割合） 対象者

第１段階 24,500円
（基準額×0.50）

・生活保護受給者
・�市民税非課税世帯で、老齢福祉
年金受給者

第２段階 24,500円
（基準額×0.50）

市民税非課税世帯で、前年の合
計所得金額と課税年金収入額の
合計が80万円以下の方

第３段階 36,700円
（基準額×0.75）

市民税非課税世帯で、
第１段階および第２段階に該当し
ない方

第４段階
（１）

45,500円
（基準額×0.93）

市民税課税世帯（本人は市民税
非課税）の方で、前年の合計所
得金額と課税年金収入額の合計
が80万円以下の方

第４段階
（２）

49,000円
（基準額）

市民税課税世帯（本人は市民税
非課税）の方で、第４段階（１）に
該当しない方

第５段階 61,200円
（基準額×1.25）

市民税が課税の方で、前年の合
計所得金額が200万円未満の方

第６段階 73,500円
（基準額×1.50）

市民税が課税の方で、前年の合
計所得金額が200万円以上の方

※�介護報酬改定の影響を抑制するため、特別対策の実施により保険料は毎年変
更になります。

生活保護を受給している

市民税を
納めている

同じ世帯に
市民税を納
めている人
がいる

前年の合計所得金
額が200万円以上

前年の課税年金
収入額＋合計所
得金額が80万円
以下

前年の課税年金
収入額＋合計所
得金額が80万円
以下

老齢福祉年金を受給している

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ


